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環境に配慮し、植物油インキを使用しています。
再生紙を使用しています。
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　年が明けてから３月になるのはとても早く感じます。１年の中でも、この３ヶ
月間が最も早く時が過ぎる気がします。そう感じるのは私だけでしょうか。早く
春になって欲しいという気持ちからそう感じるのかもしれませんね。
　今年の元旦に『環境にやさしく、でも楽しく生活しよう』という抱負を立て
ました。無理をして環境について考えていくのではなく、自分の出来る事から、
楽しみながらエコライフを過ごしてみようと思います。寒い日には暖房をつけ、
その代わりに他の事で環境負担を減らす。トータルで環境にやさしく過ごす
事ができれば良いのではないかと考えました。まずは今年１年間楽しく続けて
いきたいと思います。

 編 集 後 記
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浄化槽をお使いのみなさまへ　～浄化槽を正しく使いましょう～浄化槽をお使いのみなさまへ　～浄化槽を正しく使いましょう～浄化槽をお使いのみなさまへ　～浄化槽を正しく使いましょう～浄化槽をお使いのみなさまへ　～浄化槽を正しく使いましょう～

問い合わせ　環境保全課　水質係　ＴＥＬ.０４８－２２８－５３８９

浄化槽が正しく維持管理されていないと、川や水路を汚
す大きな原因となります。
浄化槽にたまった汚泥や固形物を定期的に引き抜くのが
「清掃」、浄化槽の点検・調整や消毒薬の補充を行うのが
「保守点検」です。「法定検査」は、浄化槽が浄化機能を十
分に発揮し、きれいな水が放流されているかを検査しま
す。
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たてのヒント

 ク ロ ス ワ ー ド
ごみまる

よこのヒント

前号の【ごみまるクロスワード】の解答は『チキュウコウオンカ』でした。292通ものご応募をいただきました。ありがとうございました。

A～ F の枠の文字を順番に並べると、ある言葉になります！
はがきにクロスワードの答えと、住所・氏名・年齢・電話番号・PRESS530に関するご意見（ご感想）を
明記のうえ、下記のあて先までお送りください。（ご質問については直接、廃棄物対策課までご連絡くだ
さい。TEL.048－228－5370）なお、下記の「インターネットでのご応募」の方法でもご応募いただけ
ます。正解者の中から抽選で20人のかたに「ごみまるグッズ」をプレゼントいたします。たくさんのご
応募お待ちしております。発表は発送をもってかえさせていただきます。

バーコード読取機能のある携
帯電話をご使用のかたは、右
のコードを読み取って申請ペ
ージに進めます。

はがきでの
ご応募

応募締切

インターネット
でのご応募

〒332-0001　川口市朝日4-21-33

※ご応募いただいたはがきに記載の個人情報は、ごみまるグッズ発送以外の目的では使用しません。お送りいただいたはがきは、
　すべて廃棄物対策課で厳重に管理・保管をし、第三者に開示・提供することは一切ありません。

廃棄物対策課「ごみまるクロスワード」係

平成26年４月１日（火）必着

①https://denshi.pref.saitama.lg.jp/ にアクセス。（パソコン用）
②「川口市」を選択し、「申請・届出をする」から「PRESS530
　ごみまるクロスワード応募」を選択する。
③指示に従って必要事項を入力する。

①春になると○○○の花が咲きます。ソメイヨシノが有名
　ですね。
③春は爽やかな季節ですが、○○○症の人にはつらい一面も
　ありますよね。
⑤地中海にある長靴の形をした国。首都はローマです。
⑦○○○は野菜の一種です。サラダで生食したり、煮たり炒め
　たり様々な調理法があります。玉○○○。サニー○○○。
⑧魚○○とは、主に海川などで魚を捕まえる事。
　○○竿。○○針。
⑪○○○は木材を加工した時などに出る廃材です。貴重な森林
　資源ですのでリサイクルしたいですね。
⑫○○は足が１０本ある海の生き物です。漢字では「烏賊」と
　書きます。
⑮○○は英語ではチャコールと言います。
　焼き鳥などは○○火焼きにすると美味しいと言われます。
⑯○○○○○は原動機を搭載した二輪車です。バイクや
　自動二輪車とも言われます。
⑲○○○は主に濡れたものを拭くために使います。
　バス○○○。フェイス○○○。

①今回の「PRESS530」は、2014年○○月号
　です。
②火をつける為の道具。
　燃焼式や電熱式があります。
　マッチよりも主流かもしれません。
③春になると、イチゴ○ ○゙に行く人が
　多いですね。
④ファクシミリの略語。ＦＡＸと書きます。
⑥１○○１は２です。
⑨音や動きにリズムがあるさま。
　○○○○○な動き。
⑩百獣の王と言えば○○○○ですね。
⑬車は英語で○○と言います。エコ○○。
⑭日本で良く食べられている麺類の一つ。
　もり○○。ざる○○。
⑰マグロなどの、魚の脂がのっている部分を
　○○と言います。大○○。中○○。
⑱木材などを薄く平たい形に加工したもの。
　まな○○。

浄  化  槽 排　水

使　用　者

汚泥などの引抜き・機
器類の洗浄
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浄化槽の点検、調整、
修理・消毒薬の補充

放流水の水質検査
浄化槽の機能診断

浄化槽の使用者には清掃・保守点検・法定検査の実施が法律で義務付けられています
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問い合わせ　廃棄物対策課　ＴＥＬ．048－228－5370

   Ｑ.1  ： 家庭用の電気製品はどのように廃棄すれば　   
  よいのですか？

   Ａ.1： 一辺の長さが４０センチを超えない場合には金属類として、
４０センチを超える場合には粗大ごみとして廃棄できます。

 ただし、家電リサイクル法の対象品目については、市で受け入れができませんので以下の
方法にて処理してください。

1．排出方法
家電リサイクル法の対象となる家電製品を排出する場合は、次の①～③のいずれかの方法で処理
をしてください。

購入した
家電小売店へ依頼

廃棄家電を購入した
家電小売店がわかる

郵便局でリサイクル
料金を支払った後、
指定引取場所へ自己
搬入する

自分で運べる

※指定引取場所については、
　「家電リサイクル券センター」のホームページ
　（http://www.rkc.aeha.or.jp）をご覧いただくか、
　廃棄物対策課までお問い合わせください。

・川口市一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する
・お近くの家電小売店に相談する

新
し
い
商
品
と
買
い
替
え
た

は 
い

い
い
え

い
い
え

い
い
え

は い は い

排出の流れ（代表的な例）

① 家電小売店に引き取りを依頼する。
　・購入した家電小売店に依頼する。
　・買い替えをする家電小売店に依頼する。
　 ※家電小売店によっては、自分のところで販売したもの以外でも、引き取っている場合もあります。お近くの家電
　　 小売店にご相談ください。
② 川口市一般廃棄物収集運搬業許可業者の中で家電の収集・運搬を取り扱っている業者に依頼する。
　 ※一般廃棄物収集運搬業許可業者については、廃棄物対策課へお問い合せいただくか、川口市ホームページ内の
　 　「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」をご覧ください。
③ 指定引取場所に自己搬入する。

2．費　用
◎指定引取場所に自己搬入する場合⇒ ①「リサイクル料金」のみ
◎家電小売店、川口市一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する場合⇒ ①「リサイクル料金」＋②「収集・運搬料金」

① リサイクル料金の一例（税抜）　　　※料金はメーカーによって多少異なります。

エアコン

1,500円 2,400円
15型以下

1,700円

16型以上

2,700円

170L以下

3,600円

171L以上

4,600円

ブラウン管式テレビ
液晶式・プラズマ式テレビ

電気冷蔵庫
電気冷凍庫

電気洗濯機
衣類乾燥機

②収集・運搬料金
　家電小売店または川口市一般廃棄物収集運搬業許可業者に指定引取場所
まで対象品目の運搬を依頼したときにかかる料金です。料金は各家電小売
店、川口市一般廃棄物収集運搬業許可業者によって異なります。出し方など
について、ご不明な場合は廃棄物対策課までお問い合わせください。
※一般廃棄物収集運搬業許可業者については、廃棄物対策課へお問い合わせ
いただくか、川口市ホームページ内の「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」をご覧ください。

製品を購入する場合は、使用
済み製品を適正に回収してい
るお店から購入するようにし
てください。

《家電リサイクル法の対象品目とは》
エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機、衣類乾燥機の６品目です。

どのように
廃棄すれば
いいのかな？



PRESS 530 03

お申し込み・お問い合わせ
川口市環境部地球高温化対策室　
TEL 048-228-5320　 
Eメール　090.02000@city.kawaguchi.lg.jp

特
 集 グリーンコンシューマーになろう！グリーンコンシューマーになろう！

グリーンコンシューマーの具体例

　グリーンコンシューマーとは、日本語にすると「緑の消費者」という意味ですが、緑は環境をイメージ
した色なので、「環境を大切にする消費者」と訳すことができます。商品を選ぶとき、価格や品質、安全性
などはもちろん大切な基準ですが、そこに「環境」という視点もプラスしてお買いものをしてみてくださ
い。グリーンコンシューマーになって、ごみの減量にご協力をお願いいたします。

①マイバッグを持ってお買いものに行き、レジ袋をもらわない
②必要なものを必要な量だけ買う
③長く使えるものを選ぶ
④包装の少ないものを選び、容器は再使用できるものを選ぶ
⑤作るとき、使うとき、捨てるときにエネルギー消費の少ないものを選ぶ
⑥自然や健康を損なわないものを選ぶ
⑦化学物質の少ないものを選ぶ
⑧リサイクルされたものを選ぶ
⑨近くで作られたものや旬のもの、作った人に公平な分配がされているもの※　を選ぶ
⑩環境対策に熱心なメーカーや店の商品を選ぶ

こんなに多いと大変だよね。でも大丈夫！！いきなり全部する必要はなくて、できること
から１つずつ始めていけばいいんだよ。ごみの減量のため、環境にやさしい生活へと変
えていくために、みんなでグリーンコンシューマーになろう！

貴重な自然が残る「見沼自然の家」周辺で、虫眼鏡を持って植物を、虫取り網を持って昆虫を、
双眼鏡を持って野鳥を親子で観察してみませんか。
この教室では、まず動物・植物・鳥の調べ方を覚えます。
６回の観察をとおし、四季による身近な草花や虫などの変化が体験できます。
先生にどんどん質問して親子で楽しみながら学習しましょう。

※フェアトレード商品のことです。フェアトレードとは、公正な価格で取引をし、経済的に立場の弱い国の生産者が自立して生活できることを
目指した貿易のことです。それが伝統文化や環境を大切にすることにもつながります。

親と子の自然環境調査

●日　　程　　第1回　平成26年　05月10日（土）
　　　　　　　第2回　平成26年　07月12日（土）
　　　　　　　第3回　平成26年　09月06日（土）
　　　　　　　第4回　平成26年　11月15日（土）
　　　　　　　第5回　平成27年　01月17日（土）
　　　　　　　第6回　平成27年　03月14日（土）
　　　　　　　※年6回を通じた自然環境調査です。

●申し込み　　電話もしくはEメールで地球高温化対策室までお申し込みください（先着順）。
　　　　　　　Eメールの場合は、住所・氏名（読み仮名をつけてください）・学年・電話番号の記載をお願いします。
                     電話での受け付けは平日（月～金）の午前９時から午後５時までとなります。

●時　　間　　午前9時～正午（雨天決行）

●場　　所　　見沼自然の家周辺（現地集合、現地解散）

●対　　象　　小学生とその保護者（市内・市外問わず）

●定　　員　　20組（40名）

●参 加 費　　無料
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加賀

足立入谷

舎人公園駅

舎人駅

日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー

鳩ヶ谷庁舎

見沼代親水公園駅

239

104

新郷

朝日環境センター

あずま橋

鳩ヶ谷駅

南鳩ヶ谷駅

埼
玉
高
速
鉄
道
線

新
芝
川

首
都
高
速
川
口
線

入谷北

川口元郷駅

鳩ヶ谷衛生センター

112

施設に粗大ごみを直接搬入する場合の受付は下記のとおりです。土・日、祝休日及び年末年始は搬入できません。
※市では収集及び受け入れをしないものもありますので、ご不明な場合は各施設に直接お問い合せください。

09:00～11:30

13:00～16:00

受付時間
肥料として再生利用
されるんだ。すごいね。

環境にとてもやさしい施設なんだね。

粗大ごみのみ
受付します

所 在 地　　川口市八幡木3-18-11
敷地面積　　22,383.02㎡
階　　数　　地下1階・地上3階
T E L　　048－281－5043
　　　　　　048－281－5049

鳩ヶ谷衛生センターは市内から集めた「し尿」（トイレの排水）や浄化槽の汚泥の処理を主に行っている施設です。

あつめる

処
理
水
の
流
れ

処
理
水

汚泥

汚泥

処
理
水
の
流
れ

処
理
水
の
流
れ

きれいにする もっときれいにする

肥料
になる

ひ りょうひ りょう

肥料のもとをつくる

消毒してから川へ流します
しょうどく

粗大ごみの自己搬入の受け入れをしています。粗大ごみの自己搬入の受け入れをしています。

　100kgまで無料です。100kgを超えると10kgごとに30円かかります。
※平成26年4月から、特定の粗大ごみに処分手数料が必要となります。
　詳しくは7ページをご覧下さい。

汚泥処理設備
集められた汚泥は、汚泥脱水機という機械で
脱水を行っています。

鳩ヶ谷衛生センターでは、高性能の電気浸透式
脱水機を使って、含水率７０％程度まで脱水し
ています。（一般的
な脱水機は含水率
が約８０％）

脱水により発生し
た水分は主処理設
備に戻し、脱水汚泥
は民間の工場へ運
搬し、堆肥や肥料に
生まれ変わります。

《施設内の臭いについて》

施設内の臭いの成分は、
薬剤洗浄と活性炭吸着に
より除去され、臭いのない
空気となって大気に放出
されています。

主処理設備
受入貯留設備から送られてきた処理水は主処
理設備に送られます。

ここでは、処理水中の汚れ（有機物）をバクテ
リアのはたらきにより分解して、水を浄化し
ます。

この処理工程で、沈殿により固体分と液体分
に分けられます。沈殿した固体を「汚泥」とい
い、汚泥処理設備に送られます。

高度処理設備
主処理設備で処理された水は、もっときれい
にするために高度処理設備に送られます。

主処理設備で取りきれなかった小さな浮遊物
や色を取り除いて、よりきれいな水になります。

手数料手数料

塩素を入れて消毒し、新芝川へ放流します。

砂ろ過塔

オゾン発生装置

水処理室

スクリーン

スクリュープレス

汚泥脱水機

沈殿槽

にお

さ

ひ りょう

受入貯留設備

バキュームカーで市
内からし尿・浄化槽
汚泥が集められま
す。

残った不純物はス
クリュープレスと
いう機械で水分を
絞ります。
絞った不純物は
「し渣」といい、
朝日環境センター
で焼却します。

砂・小石等を除去
した後、スクリーン
という機械でプラ
スチック・木片等
の不純物を除去し
ます。
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簡単にできる、園芸用土の再生法
古くなった土も、少しの手間で有効に再生利用できます。

植物と同じく、土も貴重な自然の恵みです。大切に利用しましょう。

１　残さ（葉、根、茎）を取り除きます

４　用土を日に当てます

３　袋の口を締めます

用土をビニールシート上に広げ、残さを取り除
きます。

※残さは乾燥させてから細かく刻み、容器の底
に入れ、土の改良材とします。ただし、病気に
なったもの、虫の付いたものは使用せず、土をよ
く払った上で必ず「一般ごみ」として捨てて下さ
い。

用土は、手で握ると塊ができる位に、よく湿らせ
てからビニール袋に入れます。
用土が乾いていると熱が全体に伝わらないの
で注意します。

ビニール袋は空気や用土が
こぼれないように口をしっ
かり締めます。

ビニール袋をなるべく平たく伸ばし、日光の当
たる場所に置き、太陽の熱と水蒸気により殺虫、
殺菌をします。
夏なら10日～15日、冬なら1ヶ月程度が目安で
す。

※途中でビニール袋を裏
返すと効果的です。
※袋は黒色の方が、また、
コンクリートの上に置い
た方がより効果的です。

殺虫、殺菌後の用土には、
植物の育成に必要な微生
物などもなくなっていま
す。用土の状態に合わせ、
土壌再生用の微生物材や
腐葉土を入れます。

５　必要なものを補います

指導：川口市立グリーンセンター　緑の相談員　村田矩夫先生

※川口市立グリーンセンターの緑の相談所では、園芸全般についてのご相談も受け付けております。
詳しくは、http://greencenter.1110city.com/ をご覧になるか、お電話（０４８ー２８１ー２３１９）
でお問い合せください。

２　用土をよく湿らせ袋に入れます

１　残さ（葉、根、茎）を取り除きます

４　用土を日に当てます

３　袋の口を締めます

５　必要なものを補います

２　用土をよく湿らせ袋に入れます
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　家庭から排出される廃棄物のうち、市の施設で処理できない廃棄物や、動物（ペット）の死体につきましては、
市が費用を負担して専門事業者に処理を委託しています。また、事業系廃棄物につきましては、排出者の自
己処理責任に基づき、適切な負担を求める必要があります。
　市では、廃棄物等の排出者に適正な応益負担を求めるための手数料改定の検討を重ね、更に、廃棄物対
策審議会においても様々な角度から審議いただいた後、昨年９月の市議会定例会において改正案が審議・可
決されました。
　今回の改正は、負担の公平性の確保を図るためのものですので、ご理解をお願いいたします。

１　施行年月日　　平成２６年４月１日
２　改定の内容
　（1）家庭から排出される特定の廃棄物の処分手数料の新設　　　　　　　　　　　　【単位：１個につき】

※表に記載された品目以外の廃棄物につきましては、これまでと変更はありません。
※市の処理施設に自己搬入する場合は、収集運搬手数料は不要です。処分手数料のみを搬入先窓口にて現金でお
支払いください。
※ご家庭のアコーディオンカーテンであっても、取り外し作業を業者が行った場合は産業廃棄物に該当し、市の
施設では受け入れ出来ません。

※事業所から出るごみは、その種類や量に関わらず、家庭用の一般ごみステーション、資源物ステーションに出す
ことはできません。市の施設に自己搬入するか、市が許可した収集運搬業者に委託する必要があります。
※収集運搬許可業者への委託には、別途、収集運搬に係る費用が必要です。

※市の処理施設に自己搬入する場合は、収集運搬手数料は不要です。処分手数料のみを搬入先窓口にて現金で
　お支払いください。

問い合わせ　　廃棄物対策課　TEL.０４８－２２８－５３７０

品　　目 改定前

改定前

動物の死体
1体につき

改定後

計 ２,２４０円（加算分は除く）

１,１２０円
（重量２０㎏を超える
場合、２０㎏につき
１,１２０円加算）

１,１２０円

収集運搬手数料 収集運搬手数料処分手数料 処分手数料

１,１２０円 ４,３００円
（重量による加算なし）

計 ５,４２０円

計 ３１０円 計 ６２０円

計 ３１０円 計 １,２４０円

計 ３１０円 計 １,８６０円

３１０円 ３１０円 ３１０円

３１０円 ３１０円 ９３０円

３１０円 ３１０円 １,５５０円

スキー板（２枚までを１個）
スノーボード
サーフボード
ウィンドサーフィンボード

アコーディオンカーテン

スプリングマットレス
折りたたみ式ベッド
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改定後
収集運搬手数料 収集運搬手数料処分手数料 処分手数料

　（2）動物の死体処分手数料の改定

　（3）事業系廃棄物処分手数料の改定　
改定前 改定後事業系廃棄物処分手数料

１０㎏につき ２２０円１５０円

廃棄物等の処理手数料改定
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簡単にできる、園芸用土の再生法
古くなった土も、少しの手間で有効に再生利用できます。

植物と同じく、土も貴重な自然の恵みです。大切に利用しましょう。

１　残さ（葉、根、茎）を取り除きます

４　用土を日に当てます

３　袋の口を締めます

用土をビニールシート上に広げ、残さを取り除
きます。

※残さは乾燥させてから細かく刻み、容器の底
に入れ、土の改良材とします。ただし、病気に
なったもの、虫の付いたものは使用せず、土をよ
く払った上で必ず「一般ごみ」として捨てて下さ
い。

用土は、手で握ると塊ができる位に、よく湿らせ
てからビニール袋に入れます。
用土が乾いていると熱が全体に伝わらないの
で注意します。

ビニール袋は空気や用土が
こぼれないように口をしっ
かり締めます。

ビニール袋をなるべく平たく伸ばし、日光の当
たる場所に置き、太陽の熱と水蒸気により殺虫、
殺菌をします。
夏なら10日～15日、冬なら1ヶ月程度が目安で
す。

※途中でビニール袋を裏
返すと効果的です。
※袋は黒色の方が、また、
コンクリートの上に置い
た方がより効果的です。

殺虫、殺菌後の用土には、
植物の育成に必要な微生
物などもなくなっていま
す。用土の状態に合わせ、
土壌再生用の微生物材や
腐葉土を入れます。

５　必要なものを補います

指導：川口市立グリーンセンター　緑の相談員　村田矩夫先生

※川口市立グリーンセンターの緑の相談所では、園芸全般についてのご相談も受け付けております。
詳しくは、http://greencenter.1110city.com/ をご覧になるか、お電話（０４８ー２８１ー２３１９）
でお問い合せください。

２　用土をよく湿らせ袋に入れます

１　残さ（葉、根、茎）を取り除きます

４　用土を日に当てます

３　袋の口を締めます

５　必要なものを補います

２　用土をよく湿らせ袋に入れます
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環境に配慮し、植物油インキを使用しています。
再生紙を使用しています。
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　年が明けてから３月になるのはとても早く感じます。１年の中でも、この３ヶ
月間が最も早く時が過ぎる気がします。そう感じるのは私だけでしょうか。早く
春になって欲しいという気持ちからそう感じるのかもしれませんね。
　今年の元旦に『環境にやさしく、でも楽しく生活しよう』という抱負を立て
ました。無理をして環境について考えていくのではなく、自分の出来る事から、
楽しみながらエコライフを過ごしてみようと思います。寒い日には暖房をつけ、
その代わりに他の事で環境負担を減らす。トータルで環境にやさしく過ごす
事ができれば良いのではないかと考えました。まずは今年１年間楽しく続けて
いきたいと思います。

 編 集 後 記
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浄化槽をお使いのみなさまへ　～浄化槽を正しく使いましょう～浄化槽をお使いのみなさまへ　～浄化槽を正しく使いましょう～浄化槽をお使いのみなさまへ　～浄化槽を正しく使いましょう～浄化槽をお使いのみなさまへ　～浄化槽を正しく使いましょう～

問い合わせ　環境保全課　水質係　ＴＥＬ.０４８－２２８－５３８９

浄化槽が正しく維持管理されていないと、川や水路を汚
す大きな原因となります。
浄化槽にたまった汚泥や固形物を定期的に引き抜くのが
「清掃」、浄化槽の点検・調整や消毒薬の補充を行うのが
「保守点検」です。「法定検査」は、浄化槽が浄化機能を十
分に発揮し、きれいな水が放流されているかを検査しま
す。
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たてのヒント

 ク ロ ス ワ ー ド
ごみまる

よこのヒント

前号の【ごみまるクロスワード】の解答は『チキュウコウオンカ』でした。292通ものご応募をいただきました。ありがとうございました。

A～ F の枠の文字を順番に並べると、ある言葉になります！
はがきにクロスワードの答えと、住所・氏名・年齢・電話番号・PRESS530に関するご意見（ご感想）を
明記のうえ、下記のあて先までお送りください。（ご質問については直接、廃棄物対策課までご連絡くだ
さい。TEL.048－228－5370）なお、下記の「インターネットでのご応募」の方法でもご応募いただけ
ます。正解者の中から抽選で20人のかたに「ごみまるグッズ」をプレゼントいたします。たくさんのご
応募お待ちしております。発表は発送をもってかえさせていただきます。

バーコード読取機能のある携
帯電話をご使用のかたは、右
のコードを読み取って申請ペ
ージに進めます。

はがきでの
ご応募

応募締切

インターネット
でのご応募

〒332-0001　川口市朝日4-21-33

※ご応募いただいたはがきに記載の個人情報は、ごみまるグッズ発送以外の目的では使用しません。お送りいただいたはがきは、
　すべて廃棄物対策課で厳重に管理・保管をし、第三者に開示・提供することは一切ありません。

廃棄物対策課「ごみまるクロスワード」係

平成26年４月１日（火）必着

①https://denshi.pref.saitama.lg.jp/ にアクセス。（パソコン用）
②「川口市」を選択し、「申請・届出をする」から「PRESS530
　ごみまるクロスワード応募」を選択する。
③指示に従って必要事項を入力する。

①春になると○○○の花が咲きます。ソメイヨシノが有名
　ですね。
③春は爽やかな季節ですが、○○○症の人にはつらい一面も
　ありますよね。
⑤地中海にある長靴の形をした国。首都はローマです。
⑦○○○は野菜の一種です。サラダで生食したり、煮たり炒め
　たり様々な調理法があります。玉○○○。サニー○○○。
⑧魚○○とは、主に海川などで魚を捕まえる事。
　○○竿。○○針。
⑪○○○は木材を加工した時などに出る廃材です。貴重な森林
　資源ですのでリサイクルしたいですね。
⑫○○は足が１０本ある海の生き物です。漢字では「烏賊」と
　書きます。
⑮○○は英語ではチャコールと言います。
　焼き鳥などは○○火焼きにすると美味しいと言われます。
⑯○○○○○は原動機を搭載した二輪車です。バイクや
　自動二輪車とも言われます。
⑲○○○は主に濡れたものを拭くために使います。
　バス○○○。フェイス○○○。

①今回の「PRESS530」は、2014年○○月号
　です。
②火をつける為の道具。
　燃焼式や電熱式があります。
　マッチよりも主流かもしれません。
③春になると、イチゴ○ ○゙に行く人が
　多いですね。
④ファクシミリの略語。ＦＡＸと書きます。
⑥１○○１は２です。
⑨音や動きにリズムがあるさま。
　○○○○○な動き。
⑩百獣の王と言えば○○○○ですね。
⑬車は英語で○○と言います。エコ○○。
⑭日本で良く食べられている麺類の一つ。
　もり○○。ざる○○。
⑰マグロなどの、魚の脂がのっている部分を
　○○と言います。大○○。中○○。
⑱木材などを薄く平たい形に加工したもの。
　まな○○。

浄  化  槽 排　水

使　用　者

汚泥などの引抜き・機
器類の洗浄

清

　
　掃

保
守
点
検

法
定
検
査

浄化槽の点検、調整、
修理・消毒薬の補充

放流水の水質検査
浄化槽の機能診断

浄化槽の使用者には清掃・保守点検・法定検査の実施が法律で義務付けられています




